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ご案内


◆当医院は、以下の施設基準等に適合している旨、
厚生労働省地方厚生局に届出を行っています。



□電子的診療情報連携体制整備加算
　　　当医院では、オンライン資格確認システムを導入しており、マイナンバーカードが
健康保険証として利用できます。患者さんの薬剤情報等の診療情報を取得・活用して
質の高い医療提供に努めております、マイナ保険証の利用にご協力ください。

また個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。

□外来感染対策向上加算・発熱患者対応加算
　　　院内感染対策として必要に応じて次のような取り組みを行なっております。
　　　　　・感染管理者である院長が中心となり、職員一同院内感染対策を推進します。
　　　　　　　・感染症の高い疾患が疑われる際は、一般診療の方と待合等を分けて対応します。
　　　　　　　・標準的感染予防対策を踏まえた院内感染対策マニュアルを作成し、職員一同がそれに
沿って院内感染対策を推進していきます。
・抗菌薬については、厚生労働省の「高微生物薬適正使用の手引き」に則り、
適正に使用します。
　　　 ・感染症対策に関しては、医師会と連携体制を構築し定期的に必要な情報提供や
アドバイスを受け院内感染対策の向上に努めます。
　　　 ・当院は、新興感染症の発生時に自治体の要請を受けて発熱患者の診療等を実施する
「第二種協定指定医療機関」に指定されています。

□生活習慣病管理加算・充実管理加算
　　　　　　高脂血症、糖尿尿、高血圧症の詳細な健康データに基づく質の高い診療を
実施しており、情報通信機器等の活用や専門の医療機関と連携した
生活習病の管理を行なっております。
　病状に応じて「28日以上の長期処方」または「リフィル処方箋」の交付が可能です

□ベースアップ評価加算
当院では医療従事者の処遇改善を目的として、診療報酬の「ベースアップ評価料」を算定
しております。ご負担を頂きますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
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